
1　想定
そうてい

される質問
しつもん

の背景
はいけい

○ 離婚
りこん

して一人
ひとり

で子供
こども

を育
そだ

てている。医療費
いりょうひ

が家計
かけい

の負担
ふたん

になっている。

2　基本
きほん

的
てき

な質問
しつもん

と回答
かいとう

相談者
そうだんしゃ

離婚
りこん

したり死別
しべつ

してひとりで子供
こども

を育
そだ

てている家庭
かてい

への医療費
いりょうひ

補助
ほじょ

はありますか？

回答
かいとう

者
しゃ

⇒ 市区
しく

町村
ちょうそん

１３－５－１へ

相談者
そうだんしゃ

対象
たいしょう

となるのはどんな場合
ばあい

ですか？子供
こども

だけではなく養育者
よういくしゃ

の医療費
いりょうひ

も対象
たいしょう

ですか？

回答
かいとう

者
しゃ

相談者
そうだんしゃ

助成
じょせい

の要件
ようけん

は何
なん

ですか？

回答
かいとう

者
しゃ

メモ欄
らん

母子
ぼし

家庭
かてい

や父子
ふし

家庭
かてい

などのひとり親
おや

家庭
かてい

の方
かた

が医療
いりょう

機関
きかん

で診療
しんりょう

を受
う

けるときに、医療
いりょう

保険
ほけん

で支払
しはら

う自己
じこ

負担分
ふたんぶん

を助成
じょせい

するひとり親
おや

家庭等
かていとう

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

制度
せいど

があります。

詳
くわ

しいことは市区町村
しくちょうそん

にお問
と

い合
あ

わせください。

市町村
しちょうそん

によって多少
たしょう

要件
ようけん

が異
こと

なりますが、一般的
いっぱんてき

には、対象
たいしょう

となる方
かた

は、次
つぎ

のいずれか

に該当
がいとう

する１８歳
さい

に達
たっ

した年
とし

の最初
さいしょ

の３月
がつ

３１日
にち

までの児童
じどう

とその養育者
よういくしゃ

です。①父
ちち

また

は母
はは

が死亡
しぼう

した児童
じどう

、②父母
ふぼ

が離婚
りこん

した児童
じどう

、③父
ちち

または母
はは

が重度
じゅうど

以上
いじょう

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

にある児童
じどう

、④父
ちち

または母
はは

が引
ひ

き続
つづ

き１年以上
ねんいじょう

遺棄
いき

している児童
じどう

、⑤父
ちち

または母
はは

が法令
ほうれい

により１年以上
ねんいじょう

拘禁
こうきん

されている児童
じどう

、⑥母
はは

が婚姻
こんいん

によらないで出産
しゅっさん

し、父
ちち

から扶養
ふよう

されて

いない児童
じどう

。

助成
じょせい

の要件
ようけん

は、①当該
とうがい

市町村
しちょうそん

内
ない

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する人
ひと

、②国民健康
こくみんけんこう

保険
ほけん

または社会
しゃかい

保険
ほけん

に

加入
かにゅう

している人
ひと

、③生活
せいかつ

保護
ほご

法
ほう

による保護
ほご

を受
う

けていない人
ひと

、④本人
ほんにん

、または扶養
ふよう

義務
ぎむしゃ

者の所得
しょとく

が一定
いってい

の額
がく

を超
こ

えていない人
ひと

です。 手続
てつづき

は市区
しく

町村
ちょうそん

の児童
じどう

福祉
ふくし

所管
しょかん

課
か

に申
しん

請
せい

してください。

項
こう

　目
もく

９－３－４

医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

など

ひとり親
おや

家庭
かてい

の医療費
いりょうひ

内
ない

　容
よう

相談
そうだん

レベル ３

母子
ぼし

保健
ほけん

整理
せいり

番号
ばんごう

分
ぶん

　類
るい


